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会社と（元）取締役・（元）執行役との間の訴えにおける会社の 
代表者に関する一覧表 

会社を代表する者 

ア 監査役設置会社 

（ただし、監査役が設置されていても監査
役の監査の範囲を会計監査権限に限定す
る旨の定款の定めがある場合は、ここでい
う監査役設置会社には当たらない。） 

監査役 
（会社法３８６条１項、
同法３８９条７項） 

イ 

監査等委員会設置会社 

監査等委員が
当事者である
場合において 

① 株主総会で当該訴えについて代表者を
定めたとき

その者 
（会社法３９９条の７第１項１号） 

② 〃 定めていないとき
取締役会で定めた者 

（会社法３９９条の７第１項１号） 

監査等委員が当事者でない場合 
監査等委員会が選定する監

査等委員 
（会社法３９９条の７第１項２号） 

ウ 

指名委員会等設置会社 

監査等委員が
当事者である
場合において 

① 株主総会で当該訴えについて代表者
を定めたとき

その者 
（会社法４０８条１項１号） 

② 〃 定めていないとき
取締役会で定めた者 
（会社法４０８条１項１号） 

監査等委員が当事者でない場合 
監査等委員会が選定する監

査等委員 
（会社法４０８条１項２号） 

エ ア、イ、ウ以外の会社

① 株主総会で当該訴えについて代表者
を定めたとき

その者 
（会社法３５３条） 

② 上記①に該当せず, 取締役会が当該
訴えについて会社を代表する者を定
めたとき

その者 
（会社法３６４条） 

③ 上記①、②のいずれにも該当しない
場合

代表取締役 
（会社法３４９条４項） 
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